
太宰府市長　殿 　○年　　○月　　○日

住所(所在地)　太宰府市観世音寺一丁目1番1号 電話　○○○　　(　○○○　)　○○○

氏名(名称)　太宰府　令和

地方税法第15条の6の規定により、以下のとおり換価の猶予の申請します。

年度 期月

○ 3

○ 4

○ 4

※職員記入欄 添付書類

□　事実を証する書類 □担保関係書類

□　財産目録

□　収支明細書

通知書番号

.　 .

○.12.25

○.1.31

.　 .

.　 .

.　 .

.　 .

.　 .

督促料(円) 延滞金(円)

(提供できない特例の事情)

備考

0 0

0

0 0

0

○年2月 28日 　年 　月  　日

税目

市県民税

固定資産税

市県民税

納期限

○.10.31

課員 係長 課長

000000

000000

000000

担保

□　有

□　無

○年11月 30日

○年12月 31日

○年1月 31日

 ○年 3月 31日

年 月 日

財産の詳細は別紙のとおり

換価の猶予申請書(記入例)

本税額(円)

20,000

35,000

20,000

申
請
理
由

納
付
す
べ
き
市
税
等

上記のうち猶予を受けようとする金額 0円 0円 ※未納明細で代用可

.　 .

75,000円

※一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

A株式会社からの下請けで住宅家屋の建設を行っているが、単価の引き下げ等により売上は前年度に比べ65％まで
落ち込んでおり、仕入先であるB会社への支払いも遅れがちである。
A株式会社からの入金を全て市税等の納付に充てた場合には、B会社に対する支払いができず、今後材料を仕入れ
ることができなくなると事業の継続が困難となる。

猶予期間 　　　　○ 年　　○月　　○日　から　　　　 ○年　　○月　　○日まで

年月日 金額

円

円

円

円

納
付
計
画

　年 　月  　日

　年 　月  　日

　年 　月  　日

年月日 金額

5,000円

10,000円

15,000円

　10,000円

年月日 金額

　10,000円

　25,000円

円

円　年 　月  　日

○年10月 31日

猶予期間は1年以内になります

✓

猶予額が100万円を超える場合は原則

として担保の提供が必要になります。


